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対
象
　

県
内
に
お
い
て
、
企
業
内
保 

　

育
所
を
設
置
す
る
法
人
な
ど

補
助
費
　

上
限
５
０
０
万
円

申
込
み
　

５
月
31
日
（
月
）（
必
着
）

※
事
前
に
県
子
育
て
支
援
課
へ
電
話

　

で
相
談
の
上
、
整
備
提
案
書
を
郵

　

送
又
は
直
接
、
同
課
へ
持
参

問
合
せ
　

県
子
育
て
支
援
課

☎
０
４
８
‐
８
３
０
‐
３
３
２
８

対
象
　

現
在
受
給
者
証
を
お
持
ち
で
、

　

引
続
き
治
療
が
必
要
な
20
歳
未
満

　

の
か
た

期
間
　

６
月
15
日
（
火
）
ま
で
（
土
・

　

日
曜
日
、
祝
日
は
除
く
）

場
所
　

各
県
保
健
所

必
要
書
類
　

申
請
書
、
医
療
意
見
書
、

　

生
計
中
心
者
の
所
得
税
関
係
証
明

　

書
な
ど

※
不
明
な
点
は
事
前
に
お
問
合
せ
を

　

お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
　

本
庄
保
健
所

☎
０
４
９
５
‐
２
２
‐
６
４
８
１

埼
玉
県
健
康
づ
く
り
支
援
課

☎
０
４
８
‐
８
３
０
‐
３
５
６
１

　

犬
に
関
す
る
法
令
や
適
正
な
飼
い

方
を
学
び
、
家
族
の
一
員
と
し
て
暮

ら
せ
る
よ
う
に
犬
の
し
つ
け
方
教
室

　

国
税
局
や
税
務
署
に
お
い
て
、
国

税
に
関
す
る
調
査
や
指
導
な
ど
の
事

務
を
行
う
税
務
職
員
の
採
用
試
験
を

次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

受
験
資
格
　

平
成
元
年
４
月
２
日
〜

　

平
成
５
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方

試
験
の
程
度
　

高
等
学
校
卒
業
程
度

受
付
期
間
　

６
月
22
日
（
火
）
〜
29

　

日
（
火
）
※
土
・
日
曜
日
は
除
く

受
付
　

人
事
院
関
東
事
務
局
（
さ
い

　

た
ま
新
都
心
合
同
庁
舎
１
号
館
）

試
験
日
　

第
１
次
試
験
　

９
月
５
日

第
２
次
試
験
　

10
月
14
日
〜
21
日
ま

　

で
の
間
の
指
定
す
る
１
日

申
込
書
の
請
求
　

本
庄
税
務
署
、
関

　

東
信
越
国
税
局
、
人
事
院
関
東
事

　

務
局
（
配
布
開
始
は
５
月
10
日
）

問
合
せ
　

関
東
信
越
国
税
局
（
人
事
第
二
課
）

☎
０
４
８
‐
６
０
０
‐
３
１
１
１

小
児
慢
性
特
定
疾
患
医
療

給
付
継
続
申
請
の
受
付
開
始

を
開
催
し
ま
す
。

　

講
習
参
加
者
は
１
回
目
の
み
、
実

技
参
加
者
は
全
５
回
の
参
加
。

定
員
　

30
人
（
実
技
参
加
者
８
人
）

※
実
技
参
加
者
は
、
生
後
６
か
月
〜

　

１
歳
未
満
の
犬
と
飼
い
主
対
象
。

参
加
費
　

無
料
（
実
技
希
望
者
は
傷

　

害
保
険
加
入
に
な
り
ま
す
）

日
時
　

５
月
18
日
（
火
）、21
日
（
金
）、

　

25
日
（
火
）、
６
月
１
日
（
火
）、
８

　

日
（
火
）
の
全
５
回

　

午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

場
所
　

本
庄
保
健
所

申
込
み
・
問
合
せ
　

本
庄
保
健
所

☎
０
４
９
５
‐
２
２
‐
６
４
８
１

日
時
　

６
月
19
日
（
土
）
午
後
１
時

　

〜
６
月
20
日
（
日
）
午
後
２
時

内
容
　

ほ
た
る
観
賞
、
野
外
料
理
、

　

ク
ラ
フ
ト
、
農
業
体
験
な
ど

対
象
　

小
中
学
生
と
保
護
者

定
員
　

50
人
（
抽
選
）

費
用
　

１
人

５
０
０
円
程
度

受
付
　

５
月
９
日
（
日
）
ま
で

問
合
せ
　

県
立
神
川
げ
ん
き
プ
ラ
ザ

☎
０
４
９
５
‐
７
７
‐
３
４
４
２

FAX
０
４
９
５
‐
７
７
‐
４
９
０
７

企
業
内
保
育
所
設
置

整
備
補
助
金
に
つ
い
て

Ｗ
Ａ
Ｋ
Ｕ
Ｗ
Ａ
Ｋ
Ｕ
体
験

ほ
た
る
の
夕
べ

神
川
げ
ん
き
プ
ラ
ザ

,
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縄
文
・
弥
生
時
代
の
土
器
は
地
域

性
が
強
い
も
の
で
し
た
が
、
古
墳
時

代
か
ら
平
安
時
代
の
土
器
で
あ
る
土

師
器
や
須
恵
器
は
、
多
少
の
地
域
性

は
あ
り
ま
す
が
、
同
じ
よ
う
な
形
や

つ
く
り
方
の
土
器
が
本
州
か
ら
九
州

ま
で
広
く
分
布
す
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。

　

こ
の
こ
と
は
文
化
的
な
交
流
が
盛

ん
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま

す
が
、
そ
の
一
方
で
政
治
的
な
統
一

が
押
し
進
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
唆
し

て
い
ま
す
。
し
か
し
集
落
か
ら
出
土

す
る
須
恵
器
は
西
日
本
に
多
く
、
東

日
本
で
は
土
師
器
が
主
体
で
す
。

　

奈
良
時
代
の
土
器
に
は
、
中
道
遺

跡
第
10
地
点
か
ら
出
土
し
た
土
師
器

坏
・
蓋
・
鉢
、
須
恵
器
坏
・
蓋
が
あ

り
ま
す
。
隣
の
古
墳
時
代
の
土
器
と

比
べ
る
と
、
粘
土
は
緻
密
で
薄
手
に

な
り
ま
す
。

　

坏
は
体
部
と
口
縁
部
の
境
に
あ
っ

た
稜
が
な
く
な
り
、
底
部
は
丸
底
か

問
合
せ
　

生
涯
学
習
課
文
化
財
担
当

☎
０
４
９
５
‐
７
７
‐
２
５
５
９

ら
平
底
へ
と
変
化
し
ま
す
。
須
恵
器

は
平
底
で
体
部
が
開
い
て
立
ち
上
が

る
よ
う
に
な
り
、
高
台
の
あ
る
も
の

も
あ
り
ま
す
。
土
師
器
に
は
須
恵
器

の
よ
う
な
平
底
は
な
く
、
全
体
的
に

丸
み
の
あ
る
も
の
が
主
体
で
す
。

　

蓋
は
坏
の
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

中
央
の
つ
ま
み
は
、
環
状
や
擬
宝
珠

状
の
形
を
し
て
い
ま
す
。

　

写
真
の
土
師
器
の
蓋
は
、
方
形
の

つ
ま
み
に
孔
が
あ
る
珍
し
い
も
の
で

す
。
孔
に
紐
な
ど
を
通
し
た
と
思
わ

れ
ま
す
。
口
径
は
一
三
・
六
㎝
で
す
。

文
化
財
展
示
室
を
見
る
⑯

―
土ど

き器
（
四
）―

　

国
民
年
金
は
、
老
後
を
迎
え
た
と

き
の
所
得
保
障
の
柱
と
し
て
、
全
員

が
年
金
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
と
つ

く
ら
れ
た
公
的
年
金
制
度
で
す
。

　

生
活
の
基
礎
と
な
る
年
金
で
あ
る

た
め
に
「
基
礎
年
金
」
と
も
い
い
ま

す
。

　

こ
の
国
民
年
金
は
、
国
籍
・
職
業

を
問
わ
ず
、
日
本
に
住
む
20
歳
か
ら

60
歳
ま
で
の
人
は
全
員
が
加
入
す
る

こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
職
業
な
ど
に

よ
っ
て
、
加
入
者
は
次
の
３
種
類
に

わ
か
れ
ま
す
。

第
１
号
被
保
険
者

　

農
業
者
、
自
営
業
者
、
学
生
、
フ

　

リ
ー
ア
ル
バ
イ
タ
ー
等

第
２
号
被
保
険
者

　

会
社
員
、
公
務
員
（
厚
生
年
金
や

　

共
済
組
合
に
加
入
し
て
い
る
人
）

第
３
号
被
保
険
者

　

第
２
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て

　

い
る
配
偶
者

　

ま
た
、
日
本
に
住
む
外
国
人
の
か

た
も
、
必
ず
国
民
年
金
に
加
入
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
国
民

年
金
が
老
後
の
年
金
だ
け
で
は
な
く
、

生
活
保
障
と
し
て
の
障
害
や
死
亡
と

い
っ
た
不
慮
の
事
故
に
対
す
る
保
障

も
行
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

な
お
、
短
期
間
滞
在
の
た
め
年
金

を
受
け
ず
に
帰
国
す
る
場
合
、
６
か

月
以
上
の
保
険
料
納
付
期
間
が
あ
る

か
た
に
は
、
帰
国
後
に
脱
退
一
時
金

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

就
職
や
退
職
、
結
婚
な
ど
を
し
て

加
入
の
種
類
が
変
わ
っ
た
と
き
は
、

そ
の
都
度
届
出
が
必
要
で
す
。
届
出

が
遅
れ
る
と
、
将
来
の
年
金
が
減
っ

た
り
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
り
、
万

が
一
の
と
き
の
障
害
基
礎
年
金
や
遺

族
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。
届
出
は
忘
れ
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ
　

保
険
健
康
課 

☎
０
４
９
５
‐
７
７
‐
２
１
１
３

支
所
　

地
域
総
務
課

☎
０
２
７
４
‐
５
２
‐
３
２
７
１

埼
玉
国
民
年
金
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー

☎
０
４
８
‐
５
２
５
‐
１
８
４
４

20
歳
か
ら
60
歳
ま
で

み
ん
な
が
加
入
し
ま
す
！

国
民
年
金

ね
ん
き
ん
だ
よ
り




